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・ 保育制度の持続的改革を目指し「新しい仕組み」の第二ステージでの検討作業が精
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いる内容及び問題点から学び、現行制度をより発展、充実させた制度になるよう努
力されなければならない。

・ とくに 保育制度の直接的対象は乳幼児であり 日本の将来を担う子どもたちである
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い保育制度の構築が あらためて弱者の立場を優先する日本の社会福祉制度全体
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各制度関係 比較１．各制度関係の比較

※ 以下 各制度を略称。障害者自立支援法⇒「障害者自立」、
介護保険制度⇒「介護制度」
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